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要
旨

本
法
律
案
は
、
学
校
教
育
制
度
の
多
様
化
及
び
弾
力
化
を
推
進
す
る
た
め
、
小
中
一
貫
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
義
務
教
育
学
校
の
制
度
を
設
け
る
と
と
も
に
、
高
等
学
校
等
の
専
攻
科
の
修
了
者
に
つ
い
て
、
大
学
に
編
入
学
で
き
る
制
度

を
創
設
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
義
務
教
育
学
校
の
創
設

１

新
た
な
学
校
の
種
類
と
し
て
、
義
務
教
育
学
校
を
設
け
る
。

２

義
務
教
育
学
校
は
、
心
身
の
発
達
に
応
じ
て
、
義
務
教
育
と
し
て
行
わ
れ
る
普
通
教
育
を
基
礎
的
な
も
の
か
ら
一
貫
し

て
施
す
こ
と
を
目
的
と
し
、
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
教
育
は
、
こ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
、
義
務
教
育
と
し
て
行
わ

れ
る
普
通
教
育
の
目
標
を
達
成
す
る
よ
う
行
わ
れ
る
。

３

義
務
教
育
学
校
の
修
業
年
限
は
九
年
と
し
、
六
年
の
前
期
課
程
及
び
三
年
の
後
期
課
程
に
区
分
す
る
ほ
か
、
就
学
義

務
、
設
置
義
務
の
履
行
等
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
を
設
け
る
。

二
、
義
務
教
育
学
校
の
制
度
化
に
係
る
行
財
政
措
置
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１

公
立
の
義
務
教
育
学
校
に
関
す
る
教
職
員
定
数
の
算
定
、
教
職
員
給
与
費
及
び
施
設
費
等
に
係
る
国
庫
負
担
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
小
学
校
及
び
中
学
校
と
同
様
の
措
置
を
講
ず
る
。

２

義
務
教
育
学
校
の
教
員
に
つ
い
て
は
、
小
学
校
の
教
員
の
免
許
状
及
び
中
学
校
の
教
員
の
免
許
状
を
有
す
る
者
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
小
学
校
の
教
諭
の
免
許
状
又
は
中
学
校
の
教
諭
の
免
許
状
を
有
す
る
者
は
、
当
分
の
間
、
そ

れ
ぞ
れ
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
後
期
課
程
の
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
又
は
講
師
と
な
る
こ
と
が
で
き

る
。

三
、
高
等
学
校
等
の
専
攻
科
修
了
者
の
大
学
へ
の
編
入
学

高
等
学
校
等
の
専
攻
科
の
課
程
の
う
ち
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
を
修
了
し
た
者
は
、
大
学
に
編
入

学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
施
行
期
日

本
法
律
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
義
務
教
育
学
校
の
設
置
の
た
め
必
要
な
手
続
そ
の
他

の
行
為
は
、
本
法
律
の
公
布
の
日
か
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


